
第 2回熱海市伊豆山復興計画検討委員会 

意見内容と対応方針案 

 

日時 ： 令和 4 年 3 月 25日（金）13：30～15：20 

場所 ： 熱海市役所第 3庁舎 2階 第 1～第 3会議室 

 

 

NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

議題１ 復興基本計画（案）について 

1 

 復興基本計画の理念として、

「安全」を第一にした強い意思

表明を前面に打ち出すなど、2

度と繰り返さないという意思

を示す必要がある。 

計画の理念

について 

 「安全」については明

示する点は承知した。

記載する箇所を検討す

る。 

 復興計画の概要もしく

は基本方針１：安心安

全の確保のどちらかを

想定している。 

 復興基本計画に

記載。 

2 

 【第 2回・資料 2】22頁の「速

やかな生活再建」は、被災して

いる方への支援が主であると

思うが「2-2住宅の応急修理費

用等の支援」は現在も行ってい

るのか。 

施策につい

て 

 原則は建物の維持管理

のための修繕と想定し

ている。 

 被災者の方からの要望

については、検討して

いく。 

 住宅再建に関す

る取組を復興基

本計画に記載。 

3 

 【第 2回・資料 2】23頁の「2-

10商工業者等への事業再開･経

営支援」とは、どのような支援

か。 

施策につい

て 

 支援内容は、側面的な

支援を想定している。 

 具体的には、商業祭を

はじめとしたイベント

での連携等を想定して

いる。 

 経営の安定化に

関する内容を復

興基本計画に記

載。 

4 

 施策が 50 個程度あるが、5 月

までに庁内外で合意できるの

か。 

 主要な施策に絞ってもいいと

思っている。 

施策につい

て 

 復興基本計画で施策内

容まで言及するか検討

している。 

 今回は参考までにお示

ししている。 

 復興基本計画で

は「基本方針」お

よび施策の内容

までの記載にと

どめる。 

5 

 本検討委員会は策定までの任

期であるが、計画策定後は、別

の組織を設立することも考え

ているのか。 

計画策定後

の推進体制

について 

 計画の推進体制のとこ

ろで触れたが、事業の

進捗を毎年確認してい

く予定である。 

 地域一体となっ

た計画進捗管理

の体制を提案。 

資料２ 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

議題２ 復興まちづくり計画の方向性について 

6 

 「創造的復興」として公園や広

場、オープンスペースがあるこ

とはとても良いことである。 

 警戒区域の中にその広場や公

園、オープンスペース、あるい

は避難場所も含めて機能が導

入されていない。広い土地が確

保できないのであれば、土石流

のあったラインにシンボル的

なものや資料館、道路には復興

のシンボルのようなものを導

入するのはどうか。 

土地利用に

ついて 

 生活再建にあたる部分

が最重要と考えている

が、余剰地においては

地域のみなさまが有効

に使えるものを整備し

たいと検討している。 

 復興まちづくり

計画の将来像に

反映。 

7 

 逢初川の河原から道路がどの

程度の幅及び規模で改修・改良

していくのか。この整備を行う

ことでみんなが戻って住める

地域になるのか。 

基盤整備に

ついて 

 今後、安全性を確保す

るために必要な復興計

画にあたる河川計画を

県中心で検討・設計を

している。県の計画が

完成した後に市が道路

を整備する等検討して

いる。 

 道路線形を将来

像に反映。 

8 

 前回の委員会で出た意見のう

ち、通学ルートの確保、避難所

の整備、電線地中化について

は、このたたき台に網羅されて

いるのか。 

復興まちづ

くりの施策

メニューに

ついて 

 伊豆山神社線の大きな

カーブの箇所、元 JAの

支店の箇所について

は、復興事業の中で進

めていくことに加え、

「安心できる子育て環

境の整備」の点につい

ても、理念として明記

する予定。 

 例えば、避難所が伊豆

山小学校のみでは、な

かなか避難しにくく、

避難路の問題もある。

方向性としては一時的

な避難場所の整備を基

本目標として入れてい

 通学ルートの障

害物は撤去のス

ケジュール検

討、安心な子育

て環境の整備に

ついて理念を復

興基本計画の基

本方針に記載。 

 地区内に避難所

新設の検討（熱

海市判断）。 

 復興まちづくり

計画の将来像に

無電柱化あり。

手法を検討中。 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

きたい。 

 復興計画の中で、共同

溝または電線地中化が

可能かどうかを含め

て、事業計画を検討し

ているところである。 

9 

 【第 2回・資料 3】シンボルツ

リーがあるが、土石流が通っ

て、いつ倒壊してもおかしくな

い感じがする箇所にある。これ

をそのまま残しておくと危険

と思うが、その点ではどうか。 

災害遺構に

ついて 

 木の状態を確認する。 

 他所の被災地において

もシンボルツリーはあ

るが、伊豆山では木よ

りも石の方がいいかも

しれない。考え方とし

ては、他市の事例を参

考に「祈りの場」のよ

うなものが区域内のど

こかにあると良いので

はという、現状ではま

だ整備イメージの段階

となる。 

 シンボルツリー

に限らず、後世

への記憶の継承

について検討。 

10 

 まちづくりの将来像を決める

には時間を要するので、具体的

に決めるべきところは決めて

いく必要がある。 

 現時点で半分以上はこういう

形になると理解しているがど

のように考えればよいか。 

復興まちづ

くりの進め

方について 

 場所の問題はどうして

も私有地にならざるを

えない所もあり、現状

ではイメージレベルに

なってしまう。ただし、

地域の為に、将来の為

に整備していくべきも

のの案として検討を進

めている。 

 地域の意向を丁

寧に聞きなが

ら、具体的な将

来像を積み上げ

ていく。 

11 

 復興まちづくりの方向性につ

いて、一つ目は、ここに住み続

けるための安全性や生活再建

を始めるための条件、二つ目

は、土地の特性事情を踏まえて

我慢せざるをえない条件や生

活再建をするために進めてい

きたいことを検討していく必

要があると感じている。 

生活再建に

向けた条件

について 

 まだ十分な議論が進ん

でいない。 

 安全性については基本

計画の中に反映した

い。 

 伊豆山を元に戻し、安

全性を確保した復旧と

して、国・県とも連携

していく。 

 地区内への生活

再建に向け、安

全面の確保がさ

れた段階で地区

内で生活再建が

可能となる点を

整理する。 

 従前が住宅地で

ある特性を踏ま



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

 地域の方が戻る条件と

して、被災者用住宅等

があればということが

明確になるのではない

かと思うが、議論が進

んでいるわけではな

い。 

え、公営住宅（被

災者向け住宅）

の建設可否を検

討する。 

12 

 保護者の方から、戻れる時期が

2 年後か 3年後か、大きな関心

になっている。子どもの成長に

あわせて生活圏や家族構成が

変化していくため、被災前の土

地で生活再建を進めるか決め

かねている。ある程度のスケジ

ュールを示してもらうことが、

必要と思う。 

復興まちづ

くりのスケ

ジュールに

ついて 

 全体の復興スケジュー

ルを示すことはできな

い状態。地域の安全性

の確保、インフラの整

備、生活再建支援の継

続性をどのように担保

するかという 3 つが揃

ったタイミングで整合

性が図られる。 

 一方で災害から 1 年経

った 7 月頃は何等かの

目安が示せるよう検討

を続けていく。 

 令和 4 年 7 月ご

ろに一定のスケ

ジュールを提示

することを目標

に、復興事業ス

ケジュールの深

度化を進めてい

く。 

13 

 復興基本計画の各施策につい

ては網羅的に検討するのでは

なく、項目に応じて優先順位や

詰め切る部分に差があるので

はないか。 

復興まちづ

くりの進め

方について 

 見栄え良く丁寧にとい

う考えの下に進めてお

り、現在では余分な内

容まで書いている。 

 ご意見を踏まえ、被災

者の皆さんが本当に欲

しい情報・計画を言及

した、もう少しスリム

な作りにしていく。 

 熟度の高い具体

施策の検討・検

証は時間を要す

るため、復興基

本計画では「基

本方針」までの

記載にとどめ

る。 

14 

 市は伊豆山に公有地を持って

いないのか。公営住宅等を建設

することが可能ではないのか。 

土地利用に

ついて 

 現在市の保有する公有

地のうち、大きな土地

として、市営住宅跡地

が猪洞にある。 

 ただし、敷地条件や安

全性の点で課題が解消

されておらず、課題と

して検討している。他

 地区外の公有地

活用について

は、優位性や地

域からの利便性

等を総合的に踏

まえ検討を進め

ていく。 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

にいい条件の公有地及

び民地が今後出てくる

可能性もあるため、土

地の確保も含めた検討

を続けていく。 

15 

 民間の土地も含めて、地区内に

道路整備が出来ないかという

点についてどのように考えて

いるのか。 

土地の権利

関係につい

て 

 現在までのところまで

は、そこまでの議論は

していない。 

 必要に応じて、行き止

まり箇所や車が通行で

きない箇所等の道路の

課題を住環境の整備の

一環として拡幅した

り、或いは河川と道路

で土地を収用した後に

地域の中で移りたい要

望があった際に、斡旋

し、代替地として活用

可能かどうか検討を進

める。 

 宅地を一括で用

地買収したのち

に斡旋とするこ

とが可能か検討

を進める。 

16 

 スケジュールをはやく示して

ほしい話に関連して、伊豆山に

戻って生活再建を始めるまで

の猶予は被災者によって違っ

ている。スケジュールを示すこ

とができるようになるまで時

間がかかるならそれも含めて

早く教えて欲しい。 

復興まちづ

くりのスケ

ジュールに

ついて 

 復興計画の完了時期に

ついて、現時点でこれ

以上は回答できない。 

 国も県も市も設計・工

事を進めており、被災

から 1 年の 7 月に一定

のスケジュールをお示

しできる見込みでい

る。その時に示せなけ

れば、いつに示せるの

かを提示できると想定

している。 

 令和 4 年 7 月ご

ろに一定のスケ

ジュールを提示

することを目標

に、復興事業ス

ケジュールの深

度化を進めてい

く。 

17 

 河川の拡幅により土地の買収

も関係すると思うが、進捗状況

や今後のスケジュールを教え

て欲しい。 

国・県との

連携状況や

スケジュー

ルについて 

 3/27、28 に、関係者と

る地権者や町内の皆さ

まを対象として、河川

工事と市の道路工事に

関する情報提供をする

 回答済み。 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

予定。 

 4 月以降、関係する皆

さまの直接説明にする

スケジュールで進める

予定になっている。 

５．その他 

18 

 ワークショップの実施につい

てはとてもいい考えだと思う

が、今回企画及び対象は伊豆山

全体なのか、災害区域内なの

か、教えて欲しい。 

ワークショ

ップの実施

について 

 まずは被災地エリアで

復旧等が復興をメイン

にしたものを行いた

い。 

 復興基本計画とまちづ

くり計画の後には実施

計画もあるが、この計

画にとどまるものでは

ないものとして理解し

ている。 

 ワークショップ

実施に向けた事

前調整・確認を

行う。 

19 

 河川改修や砂防堰堤がどのよ

うな大きさでどの位置にいつ

できるのか、教えてほしい。ま

た、復興に向けた情報ももっと

周知してほしい。 

 これから梅雨に入ったときに

耐えられるのかが不安である。

専門家が設計・工事を行ってい

るため大丈夫だと思うが、まだ

土砂が残っていることの不安

もある。こうした不安を払拭で

きなければ伊豆山に帰って来

られない。このことを県や国の

担当者にも聞いてみたい。 

復興まちづ

くりの進め

方について 

 上流部については、国

土交通省が堰堤の整備

を進めている。 

 実際事業するのは、県・

国だが、市はしっかり

コーディネートし、皆

さまにその情報をお伝

えすることが、役割と

思っている。 

 そのため、積極的に県

や国と協議・調整の場

を持ち、委員会の意見

を最新の情報として伝

え、いま皆さまが懸念

となっている部分を、

市が中心となって調整

し、クリアにして参り

たい。 

 回答済み。 

 

以上  



第 1回熱海市伊豆山復興計画検討委員会 

意見内容と対応方針案 

 

日時 ： 令和 4 年 2 月 25日（金）13：30～15：20 

場所 ： いきいきプラザ 7階多目的会議室 

 

NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

議題１ 検討委員会設置要綱について 

1 

 説明の中で復興計画は 3 つの

計画で成り立つと説明があっ

たが、第 2 条 1項には復興計画

の定義には 2 つしか入ってい

ない。事業計画は含まれないの

か。 

計画の構成

について 

 復興計画検討委員会で

取り扱うものは「復興

基本計画」及び「復興

まちづくり計画」まで

である。 

 地権者や利害関係者と

の交渉が主となる「復

興事業計画」は検討委

員会では扱わない。 

 回答済み。 

2 

 地元に帰りたい気持ちが強く、

帰りたくても帰れない人も多

い。東日本大震災では短期間で

居住できる住宅（公営住宅）を

作ったが、今回は検討していな

いのか。 

計画に位置

付ける施策

について 

 「復興まちづくり計

画」及び「復興事業計

画」の中で検討する。 

 熱海市では「改良住宅」

と言い、検討を始めて

いる。 

 地元からのご意見があ

れば、「復興基本計画」

の中に住宅整備の重要

性を示していくことと

したい。 

 復興基本計画の

「第 4 章 復興

に向けた取組」

で位置づけるこ

とを検討する。 

議事２ 伊豆山地区の災害の概要と発災後の経緯（意見交換会等）について 

3 

 逢初川の盛土が残っていると

聞く。 

 それらを山に出すことを誰か

がするのか。 

 擁壁が割れて新たに作ってい

ることもあった。さらに逢初川

は暗渠になっているが、拡幅す

河川整備に

ついて 

 地山の問題は安全性・

危険性を調査中と聞い

ている。結果次第で対

応を検討する。 

 護岸工事は台風被害を

見据えて緊急工事を行

うものとしている。 

 回答済み。 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

る、水の筋を変えるところまで

行うのか。 

 流域の大きな流れを変

える必要はないと思う

が、数十年に 1 度の大

雨に対応するために拡

幅の必要性を感じてい

る。 

4 

 砂防ダムの大きさはどの程度

なのか。 

 砂防ダムのある山側に行くと

小さいものが埋まっており、砂

防ダムの意味がなくなる。 

 雨が降れば土が流れてきて埋

まってしまう。意味がないので

はないかと思っている。 

砂防ダムに

ついて 

 国の中部地方整備局が

担当し、対応を進めて

いる。 

 大きさや需要量は整理

をして今後の資料に追

加する。 

 次回委員会等で

示すことを検討

する。 

 基本計画にて

県、国の復旧復

興対応について

も記載。 

5 

 避難所の開設状況について、今

回は指定避難所以外が大活躍

している。 

 発災後、公民館を目指していく

が仲道公民館は避難所に指定

されておらず、伊豆山小学校に

半数が向かったが、高齢者向け

トイレがない。断水中はトイレ

も使えない。 

 たまたまホテルに避難できた

が、避難所の設備・整備を充実

してほしい。ホテルがなけれ

ば、どこで寝泊まりしたのかと

話すこともある。 

計画に位置

付ける施策

について 

 災害で指定避難所や避

難所の課題が浮き彫り

となった。 

 意見を受け取り反映し

ていきたい。 

 復興基本計画の

「第 3 章 復興

基本計画の基本

的な考え方」、

「第 4 章 復興

に向けた取組」

で位置づけるこ

とを検討する。 

議事３ 復興計画の内容について 

6 

 住んでいる人は土地の中に道

路ができるのか、住めるのかが

気になっている。 

 道路がかかったときに、土地が

なくなる人も残る人もいる。市

の対応方法はどうなっている

のか。 

 斜面が急なところでは道路、川

計画に位置

付ける施策

について 

 地域コミュニティにつ

いては、被災前の状態

に戻すまでなのか今後

も発展させていくのか

を「復興基本計画」で

整理する。 

 道を通すのか具体の設

計は「復興まちづくり

 復興基本計画の

「第 4 章 復興

に向けた取組」

で位置づけるこ

とを検討する。 

 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

をつくって終わりなのか。市は

どこまで考えているのか。これ

からになるところも多いと思

うが、家が流された人が本当に

戻って来られるのか。 

 道路を作ればいいだけではな

い。どんなまちづくりになるの

か住民に諮ってもらいたい。東

北では盛土をしてまだ時間が

かかっているところもある。 

計画」で検討していく。 

7 

 まちを元気にするにはどうす

ればいいか。 

 若い人（40～50 代）がどう考え

ているのか。子育て世代がどう

考えているのか話を聴きたい。 

計画策定の

方法につい

て 

 要綱にもあるが、委員

以外の方に検討委員の

中に呼んで意見を述べ

てもらうことは可能で

ある。 

 若い人の意見は極めて

重要なものとして捉え

ている。 

 次回以降で対応する。 

 若い人の意見等

を含めて意見収

集の方法につい

ては別途検討し

て委員会で諮っ

ていく。 

8 

 基本計画の考え方は、安全安心

の確保となっているが、まず

「安心」が大事。ハードではな

く、帰ってきたいと思わせる対

策が必要ではないか。 

 安心と安全の両輪を盛り込ん

で事業計画に繋げていってほ

しい。 

 付随するが、伊豆山は安全とい

われてきたが、安全ではなかっ

た。逢初川だけでなく、伊豆山

地区全域が安全はないことを

みんなで共有すべき。ハザード

マップでは真っ赤に塗られて

いる。 

 今回の復旧復興計画を考える

にあたっては伊豆山の土地の

特徴を踏まえ、参考にしなが

計画の内容

について 

 安心安全の哲学として

キーワードを反映して

基本計画としてまとめ

たい。 

 復興基本計画の

「第 1 章 復興

基本計画の概

要」および「第 3

章 復興基本計

画の基本的な考

え方」、「第 4 章 

復興に向けた取

組」で位置づけ

ることを検討す

る。 

 3 本柱の文言修

正。 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

ら、逢初川の復旧は伊豆山地区

の復旧につながっているとみ

るべきではないか。 

 被災された地区が一番大事だ

が、他の伊豆山地区にもつなが

っていく。上流で何かが起きれ

ば、下流でも何かが起きる。津

波があれば、内陸部も影響を受

ける。伊豆山は山津波が怖いと

いわれていたところもある。 

 区域に隣接する地区の住民が

安心できるような影響を与え

る復旧復興計画を作るべき。 

9 

 消防団詰所も被災している。 

 浜地区のコミュニティセンタ

ーを借りている。消防車は浜会

館公園にあり、別のところにあ

るのが現状で、有事の際に迅速

な対応ができない。 

 詰所を早く建設してほしいが、

復興計画に記載されないと早

急な対応はしてもらえないの

か。 

計画に位置

付ける施策

について 

 個別案件となるが、計

画を待たずとも、消防

活動など地域活動に資

する醸成は復興計画に

反映していく部分だ

が、防火に必要な詰所

の設置は別の議論とな

る。 

 別途先行して検討し、

復興計画に反映してい

くことになると思う。 

 復興基本計画の

「第 4 章 復興

に向けた取組」

で位置づけるこ

とを検討する。 

10 

 復興計画では、今後の発展を見

据えているが、通学路（伊豆山

神社線）の歩道に黒い土嚢が積

まれたまま整備されずに半年

経っている。 

 朝夕の登下校に地域ボランテ

ィアや教員が見守りをしてい

るのが現状だが、対応してもら

えないのか。 

計画に位置

付ける施策

について 

 消防団詰所と同じ議論

で、子どもが安全に学

べる環境づくり、地域

で見守るまちづくりは

計画に盛り込んでい

く。 

 一方で、早急に現地確

認を行い、即対応方針

を検討していく。 

 復興基本計画の

「第 4 章 復興

に向けた取組」

で位置づけるこ

とを検討する。 

11 

 被災者の気持ちを踏まえた対

応は現在で重要な局面と認識

している。 

 一方、復興計画で実現していく

計画の内容

について 

 被災者へは福祉的な観

点から生活再建に向け

た心と体のケアを含め

てフォローしている。 

 若い人の意見等

を含めて意見収

集の方法につい

ては別途検討し



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

まちづくりの将来像は地元の

ご意向を把握しないといけな

い。 

 両方の対応が求められている

が、市がどのように進めていく

のか教えて欲しい。 

 こういう場で意見を述

べる方もいれば発災時

に心が後戻りする方も

いる。そうした方から

は、「自分たちがいるこ

とを忘れないでほし

い。戻れるようになっ

たときに戻れる環境を

作っていってほしい。」

と聞く。 

 市として、会議があっ

たことについて広報活

動を通じて情報提供し

ていく。 

 気持ちが前に向いたと

きに他の団体を通じて

でもご意見や想いを発

してもらえるようにし

たい。 

て委員会で諮っ

ていく。 

12 

 8月までに復興まちづくり計画

を策定していくと説明があっ

たが、個々の建物被害状況の詳

しい状況を伺いたい。 

 個人情報の保護が関わってく

ることでプライバシーの面で

難しいことも承知し、委員会が

公開の場となることも課題か

もしれないが、個人情報の取り

扱いについては、委員だけを呼

んで開催することも一案と思

う。検討してほしい。 

計画の内容

について 

 事務局で検討し、報告

する。 

 今後の委員会等

で示すことを検

討する。 

13 

 岸谷地区が被害大きく、自分の

家の近くということで、仲道に

借家を借りている方がいる。無

償で 2年間家賃負担（県）がし

ているがこのまま整備が進ま

なければ、資金があったとして

計画に位置

付ける施策

について 

 2 年後以降の家賃負担

や生活再建の資金は政

策の問題。 

 制度については今後検

討していくことにな

る。 

 復興基本計画の

「第 4 章 復興

に向けた取組」

で位置づけるこ

とを検討する。 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

も、家を建て替えることは出来

ない。2年で切れたときには家

賃を払う必要があるのか、県補

助の延長があり得るのか。 

 自宅の立て直しに無利子の公

的資金の投入の可能性はある

のか教えて欲しい。 

14 

 次年度の初めに復興基本計画

を策定するならば、委員会が言

わずとも、被災者の意見を聴い

ていくべき。今日の場は地元か

らの要望に対し、市としての考

えを議論する段階と思ってい

る。資料を見ると、市が作った

計画はどこにでもある計画に

見える。 

 東日本で修羅場をくぐってき

た経験からすると、現場感が伝

わっていない。現況をまとめる

ものが、基本計画でもまちづく

り計画でも薄い。 

 東日本ではすさまじい量の現

況資料があった。市が対応して

いるものは現況調査でも書い

ておくべきと思う。 

 これは提案だが、必要に応じて

東北の知見や話を聞くことも

重要と思う。 

計画の内容

について 

 計画の策定と地元の意

向把握は同時進行で進

めていく。 

 地域の意見を尊重して

ほしい旨を言ってもら

えれば、ワークショッ

プや勉強会も検討す

る。 

 基本計画があって初め

て工事に入れるものも

あるので並行して進め

ざるを得ない。 

 復興基本計画の

「第 3 章 復興

基本計画の基本

的な考え方」、

「第 4 章 復興

に向けた取組」

で位置づけるこ

とを検討する。 

15 

 4章の構成を地域の現況を読み

取って構成してほしく今後の

取組みが見えにくいため、地域

の目線で読みやすいものでお

願いしたい。 

 コミュニティの再建もどこか

で項目建てして対応してほし

い。復興基本計画だけではなく

まちづくり計画でも。 

計画の内容

について 

 地元からは自然、コミ

ュニティの尊重再建と

いった意見は伺ってい

る。 

 復興基本計画の

「第 4 章 復興

に向けた取組」

で位置づけるこ

とを検討する。 



NO 意見内容 分野 事務局回答 事務局対応 

16 

 伊豆山地区は傾斜があって、

段々畑になっている。道路、川

を作って、上流部のことや具体

的なところはどうするのか。 

 若い人に帰ってきてもらうた

めに、どうすればいいか。新し

い人を呼べるのか。50年 100年

先を見据えてほしい。 

 伊豆山の価値は今は０だが、車

で家に入っていけるような道

を作らないと若い人は住まな

い。安心安全なまちであるなら

ばもっと整理された村をつく

らないといけないと思う。 

 景観は素晴らしいので戻って

来られるようにしてほしい。景

観をさらによくするためには、

無電柱化もあるのではないか。 

 EU では 98%が無電柱化となっ

ている場所もあると聞く。 

 河川の問題も含めて考えてい

ってほしい。 

計画に位置

付ける施策

について 

 現実味を帯びているま

ちづくり計画の方が興

味があるかもしれない

が、今日は復興に向け

た理念や方向性を伺え

ればと思っていた。 

 貴重なご意見として伺

う。 

 回答済み。 

17 
 今回の議事録は次回の委員会

の前に内容を共有してほしい。 

計画策定の

方法につい

て 

 資料や議事録は委員に

事前に送付を共有す

る。議事録はホームペ

ージにも公開する。 

 回答済み。 

 

 


